
都内中小企業の障害者雇用促進に向けて、東京都、国（東京労働局、ハローワーク）、東京しご
と財団、都内障害者就労支援機関が連携し、対象企業へ個別訪問等による直接的支援を行います。

⇒障害者雇用スタート
法定雇用率達成へ

＊「中小企業障害者雇用応援連携事業」の概要

●障害者雇用支援に精通した障害者雇用支援員が、企業ごとのニーズに応じたきめ細かい支援を行います。

●企業の支援状況については企業の同意のもとで都や国と情報共有し、企業で求人の意向がある場合には
管轄のハローワークにつなぐなど、雇用の実現に向けて速やかな対応が可能です。

連携

★法定雇用率とは…
総従業員数に対して、雇い入れなくてはならない障害者
雇用人数の割合です。令和６年４月から、民間事業主の
法定雇用率は 2.3％から2.5％、令和８年７月には
2.7％まで段階的に引き上げられることが予定されてい
ます。法定雇用率2.5％の場合は従業員数40人以上、
2.7%の場合は従業員数37.5人以上の事業主に対して、
障害者雇用義務が発生する見込みです。

・障害者雇用に関する制度、助成金などについての情報提供
・職務の切り出しに係る相談
・雇用前／雇用後のフォローアップ等の提案
・専門機関についての情報提供 等
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＊お問合せ先

公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係

＊事業を担当する都内障害者就労支援機関

〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター４階
TEL：03-5211-2303
URL：https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

障害者雇用支援員は、以下の都内障害者就業・生活支援センターの運営団体に配置しています。

障害者就業・生活支援センターとは・・・

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、都道府県が指定、国および都道府県の委託により設置
されています。

東京においては、障害者の就業・生活支援や職場定着支援に加え、企業への障害者雇用支援なども行って
います。

障害者の雇用や就業支援に関する専門的な知識・ノウハウが豊富であり、各地域の障害者就業支援機関と
のネットワークも持っているため、様々な支援方法をご提案できます。

障害者就業・生活
支援センター

運営団体
担当区域

（ハローワーク管内）

本事業についての
お問合せ先

ワーキング・トライ
社会福祉法人

ジェイエイチシーいたばしかい

JHC板橋会

飯田橋(文京区)
上野
池袋
王子

03-3554-8201(代表)
070-4411-5953(直通)

アイ-キャリア
特定非営利活動法人

まひろ

品川(品川区)
大森
渋谷

03-6421-8126

オープナー
社会福祉法人

たましゅろっていきょうかい

多摩棕櫚亭協会

新宿
立川
府中

090-4436-0887

ウェルズ トウキョウ

WEL’S TOKYO
特定非営利活動法人

ウェルズ

WEL’S

飯田橋(中央区)
足立
墨田
木場

03-5281-2345(代表)
0８0-3932-1794(直通)

タラント

TALANT
特定非営利活動法人

ふくしかい

わかくさ福祉会

飯田橋(千代田区)
八王子
町田

080-5980-7778(直通)

けるん

特定非営利活動法人
せいしょうねんじりつえんじょ

青少年自立援助
センター

品川(港区)
青梅
三鷹

070-4386-8348(直通)
042-553-6320（代表）
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東京都産業労働局 雇用就業部就業推進課 障害者雇用促進担当
〒1６３-８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎２１階北側
TEL：03-5３２０-４６６３
URL：https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/shien/


